
文章・画像等の内容の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。 ２０１８．１０

発行元：国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林保険センター
（HPアドレス：https://www.ffpri.affrc.go.jp/fic/）
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熊本市は、九州の中央に位置し、有明海に
注ぐ白川、緑川の下流に形成された、いわゆ
る熊本平野の大部分を占めています。
市の総面積は39,032ha、森林面積は6,260ha
で総面積の約16％となっており、民有林面積
は4,614ha、うち人工林は1,114haで民有林の
人工林率は24％となっています。
熊本市は、熊本県の人口の約4割を占めてお
り、74万市民の水道水源の全てを地下水でま
かなっていますが、近年の都市化の進展や減
反により地下水量の指標である地下水位は長
期的に低下傾向にありました。そのため、熊
本市では平成12年より「水資源かん養林整備
事業」を通じて近隣の10市町村と森林整備協
定を締結し、上流域の自治体と下流域の熊本
市が連携して森林整備を行うことで、森林の
持つ公益的機能を高め、住民に欠かすことの
できない水資源の確保に取り組んでいます。
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山火事消火のため防火線を設置しましたが、これ
により緊急に伐採された森林は損害てん補の対象
となりますか？

特に大規模な林野火災の場合には、防火線等を設定して火災の延焼を防いで鎮圧する方法がと
られることがあります。消防法に基づき延焼防止を目的とする防火線設定のために行われた緊急
伐採木については、火災による損害に含まれることからてん補の対象となります。

保険証書等の元号表記について

平成31(2019)年5月に改元が予定されてい
ます。森林保険証書等は、新元号となっても
旧元号の表記のままでも有効ですので、その
ままお持ちいただいて問題ありません。また、
特段の変更手続き等も必要ありません。

森林保険センターでは、職員を対象に業務
等に必要となる各種研修を実施しています。
今回は、当センターの福本保険業務部長
（今年4月に三井住友海上火災(株)から出向）
が講師となり、一般的な損害保険に関する知
識や、民間損保会社の企業活動などに関する
知見を深めることなどを目的に「保険知識の
向上研修」を行いましたのでご紹介します。

市有林はもとより、協定先の分収林（熊本
市の持分）についても、それぞれ「環境共生
課」と「水保全課」で連携し、森林整備や森
林保険業務運営を行うとともに、森林保険へ
の加入を積極的に
進めており、植林
等整備面積につい
ても、年々順調に
増加しています。
今後も熊本地域
の水資源を守るた
め、森林保険の加
入を継続したいと
考えています。

▲熊本市西部地域森林整備協議会
総会の様子

まず、損害保険の基本的な知識を押さえた
上で、民間損保会社の構造（組織や業務体
制）や、地域の代理店の役割、実際にどのよ
うな方針や目標を立てて営業活動が行われて
いるのかなど、自身のこれまでの体験や具体
的な事例も盛り込み
説明していただき
ました。
森林保険は一般的
な損害保険と異なる
面もありますが、お
客様へのサービスの
向上やコンプライア
ンス、更には加入促
進など、森林保険業務を進める上で、非常に
参考となる話を聞くことができました。今後
もテーマ毎に研修を行い、職員の知識の向上
やスキルアップにつなげていく考えです。

▲研修の様子
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